
                       
第 71号議案 

 

令 和 ８ 年 １ 月 2 1日 
任 用 給 与 課 

 

東京都人事委員会規則の一部改正等について（給与関係） 

標記の件について、下記Ⅰの東京都人事委員会規則等については別添１のとおり

一部改正する。 

下記Ⅱの東京都教育委員会規則の一部改正については、申請（別添２）のとおり

承認し、下記Ⅲの人事委員会承認事項の一部改正等については、申請・協議（別添

３）のとおり承認・同意する。 

記 

Ⅰ 東京都人事委員会規則等の一部改正（別添１） 

１ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

２ 学校職員の級別資格基準に関する規則の一部を改正する規則 

３ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用についての一部改正 

Ⅱ 東京都教育委員会規則の一部改正（別添２） 

１ 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

Ⅲ 人事委員会承認事項の一部改正等（別添３） 

１ 学校職員の初任給加算等に関する基準＜協議＞ 

２ 医師の号給決定の特例措置について（知事外８任命権者） 

３ 年度途中採用者の初任給決定等の特例について＜申請・協議＞ （知事外８任

命権者） 

４ 採用困難職種職員の初任給決定の特例について＜廃止＞ 

５ 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて（知

事外８任命権者）＜申請＞＜廃止＞ 

６ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について（知事外６任命権者）

＜廃止＞ 
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Ⅰ 東京都人事委員会規則等の一部改正 

１ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

人事委員会勧告に伴い、初任給決定における経験加算の見直し等に係る、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

新たに職員となつ

た者の号給 

第10条 

【加算限度号給の廃止に伴う規定整備】 

経験年数を有する職員の初任給号給について、加算限度号給の廃止に伴

い、特例的に加算限度号給を超える号給に決定する場合、人事委員会の承認

を得る必要があるとする規定を削除 

経験年数換算表 

別表第４ 

【経験年数の換算の見直し】 

〇 経験年数を有する職員に適用する経験年数換算表における換算率等を見

直し 

(現行) 

経歴 職員の職務との関係 換算率 備考 

官公庁等 
職務の種類が同種のもの 10割 

 
その他のもの ８割 

民間 
職務の種類が同種のもの 10割 

 
その他のもの ８割 

学校等における在学期間 ５割 
・正規の修学年数 
・８割（職務と密接） 

その他の期間 ５割 10年限度 

                  

(改正後) 

経歴 職員の職務との関係 換算率 備考 

官公庁等・
民間 

職員としての職務に直接役
立つと認められるもの（常
勤又はこれに準ずる期間） 

10割 
 

その他のもの 10割以下 

学校等における在学期間 10割以下 正規の修学年数 

その他の
期間 

職員としての職務に直接役
立つと認められるもの 

10割以下 
 

その他のもの ５割以下 

※主な見直し例 

・ 民間・公務員歴（常勤）を原則10割換算へ（現行は異種８割換算） 

・ 学歴換算の上限を８割換算から10割換算へ（大卒・院卒等） 

・ その他の期間（非常勤）についても、職務に直接役立つものについて

は、10割換算できる旨規定 
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備考   〇 加算号給の特例に関する備考規定を削除 

・保健師・助産師：看護師歴５年までは10割換算、以降は８割換算  

⇒ 全期間10割換算とするため、削除 

・免許職種：同種の非常勤期間を10割換算 

⇒ 免許職種以外も非常勤期間について職務に直接役立つものについて

は、10割換算できるため削除 

・看護師：准看護師歴は10割換算 

⇒ 准看護師に関わらず、職務に直接役立つものについては、10割換算

できるため削除 

経験年数起算表 

別表第５ 

備考２ 

 

【経験年数の起算の見直し】 

キャリア活用採用、経験者採用及び社会人採用において、経験年数を起算

するにあたり対象となる経験に、「その他の期間」（非常勤）のうち職員とし

ての職務に直接役立つと認められるものを追加 

初 任 給 基 準 表 

別表第６ 

イ 備考２ 

 

【経験者採用の初任給基準の見直し】 

大学院等の換算率を10割に見直すことに伴い、以下の初任給基準を引上げ 

（現 行）８割換算（１年分を３号給に換算） 

（改正後）10割換算（１年分を４号給に換算） 

⇒ 各区分の差分（１年につき１号給）を加算 

（例） 

区分 学歴免許等 現行 改正後 増減 

経験者採用 
（事務） 

大学４卒 
（＋職務経験４年） 

１-45 現行どおり なし 

大学専攻科卒等 
（＋大卒以降学歴１年
＋職務経験３年） 

１-44 １-45 ＋１号給 

修士課程修了等 
（＋大卒以降学歴２年
＋職務経験２年） 

１-43 １-45 ＋２号給 

※経験者採用（福祉・技術）やⅠ類Ａ（法科大学院３年）も同様の見直し 

施 行 期 日 

附則 

令和８年４月１日 

 

２ 学校職員の級別資格基準に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅰ」の「１」の経験年数換算表の改正と同様の改正を行う。 
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３ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用についての一部改正 

人事委員会勧告に伴う経験加算の見直し等により、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

初任給の加算限度

号給表 

別表第１（削除） 

第 1 0 条 関 係 
（新たに職員となつ

た者の号給） 

第４項 

第 1 1 条 関 係 
（初任給基準表の適

用方法） 

第２項 

【加算限度号給表の廃止】 

加算限度号給表を廃止 

（参考）行㈠の例 

Ⅰ類Ｂ：初任給基準１-29 

職種 採用年齢 加算限度号給 

事務・技術 23歳～30歳 １-57（大卒後７年・30歳相当） 

→ 廃止 福祉 23歳～40歳 

Ⅲ類：初任給基準１-５ 

職種 採用年齢 加算限度号給 

事務・技術 19歳～22歳 １-45（高校卒後10年・29歳相当） 

→ 廃止 事務（障害者） 19歳～62歳 

※ 公安職、医療系職種（看護等）についても同様に廃止 

 

【加算限度号給表の廃止に伴う文言整備】 

加算限度号給表の廃止に伴い、加算限度号給表に関する文言を削除 

第 1 3 条 関 係 
（経験年数を有する

者の号給） 

第３項 

第４項 

【経験加算の逓減の見直し】 

助産師、看護師及び看護教員について、一定年数以降の経験は５割換算と

する規定を削除 

例：短大２卒の助産師・看護師の場合、８年以降の前歴は５割で算定 
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経験年数換算表関

係 

第１項（新設） 

 

 

 

第２項（新設） 

 

 

第５項 

 

 

 

第７項 

第８項 

【経験年数換算に係る定義の新設】 

〇 「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事し

たもの」には、特定の所掌事務において必要とされる専門的知識や経験を

活用する職務に従事した期間だけではなく、職務に役立つ汎用的な能力

（例えば、説明能力、調整能力、企画能力等が該当するものとする。）を活

用して職務に従事した期間も含まれる。 

 

〇 経験年数換算表における「これ（常勤）に準ずる期間」とは、常時勤務

に服する者以外の者であって勤務形態等が常時勤務に服する者と類似する

ものとして職務に従事した期間をいう。 

【通信制大学・通信制大学院の加算の見直し】 

経験年数の加算対象でなかった通信制大学及び通信制大学院について、「学

校又は学校に準ずる教育機関における在学期間（上限10割換算）」に見直し 

 

【免許取得前の期間の加算の見直し】 

免許所有職員の免許取得前（免許取得に必要な学歴等以降）の期間は５割

とする文言を削除 

昇格時職務区分別
号給表関係 

第２項第２号 

【派遣の実施に伴う規定整備】 

「公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会」へ

の職員派遣に対応するため、号給決定に係る規定を整備 

※「公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則」について、派遣

先に同法人を追加する改正は、令和７年４月22日に委員会決定済 

適 用 年 月 日 令和８年１月26日（昇格時職務区分別号給表関係） 

令和８年４月１日（上記以外） 
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Ⅱ 東京都教育委員会規則の一部改正 

１ 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅰ」の「１」の第10条（加算限度号給を超えた号給で職員を採用する場合の人事委員会への承認

に関する規定）の改正と同様の改正を行う。 
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Ⅲ 人事委員会承認事項の一部改正等 

１ 学校職員の初任給加算等に関する基準 

  「Ⅰ」の「３」の加算限度号給表及び看護師の経験加算に関する特例の改正と同様の改正を行う。 

２ 医師の号給決定の特例措置について（知事・議会・監査・選挙管理委員会・人事委員会・

漁業調整委員会・警視庁・消防庁・教育委員会） 

人事委員会勧告等に伴う規則の改正により、所要の改正を行う。 

項 目 内           容 

博士号を取得した

医師の号給調整 

１ 

【博士号を取得した医師の経験加算の見直し】  

博士号を取得している医師について、４号給（博士２年間分を５割換算）

の範囲内で加算することができる規定について、大学院等の換算率を10割に

見直すことに伴い、加算することができる号給数を８号給に改正 

適 用 年 月 日 令和８年４月１日 

３ 年度途中採用者の初任給決定等の特例について（知事・議会・監査・選挙管理委員

会・人事委員会・漁業調整委員会・警視庁・消防庁・教育委員会） 
人事委員会勧告等に伴う規則の改正により、所要の改正を行う。 

項 目 内           容 

初任給決定に係る

経験年数加算の特

例 

２（４）（削除） 

【加算限度号給表の廃止に伴う改正】 

年度途中に採用された者の翌年度分の号給の加算について、加算限度号給を

超えることはできない旨の規定について削除 

施 行 期 日 令和８年４月１日 

４ 採用困難職種職員の初任給決定の特例について＜廃止＞ 

加算限度号給表の廃止に伴い、令和８年３月 31日をもって廃止 

５ 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて

＜廃止＞（知事・議会・監査・選挙管理委員会・人事委員会・漁業調整委員会・警視庁・消防庁・

教育委員会） 

経験年数換算表における在学期間の見直しに伴い、令和８年３月 31日をもって廃止 

６ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格

し、東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について＜廃止＞（知事・

議会・監査・選挙管理委員会・人事委員会・漁業調整委員会・教育委員会） 
経験年数換算表における「その他の期間」の 10 年の加算上限廃止に伴い、令和８年３月 31 日をも

って廃止 
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       ７ 教 人 勤 第 4 4 1号 

 令 和 ８ 年 １ 月 1 9日 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（  公  印  省  略  ）  

 

 

学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部改正について  

（申請）  

 

このことについて、令和８年４月１日からの人事・給与制度の改正等に伴い、

規定を整備する必要があるので、学校職員の給与に関する条例（昭和 31年東京都

条例第 68号）第８条の規定に基づき承認方申請します。  
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７ 教 人 勤 第 4 4 9号 

令 和 ８ 年 １ 月 19日 

  

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都教育委員会 

 

 

学校職員の初任給加算等に関する基準の一部改正について (協議) 

 

 

 令和８年４月１日からの人事・給与制度の改正等に伴い、下記のとおり協議に係る基

準を改正することとしたいので、改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する

規則（昭和 34年東京都教育委員会規則第３号）第３条第４項及び第 21条の規定に基づ

き協議します。 

 

 

記 

 

 

１ 改正する基準 

学校職員の初任給加算等に関する基準 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号同意）【別紙】 

 

 

２ 適用年月日 

  令和８年４月１日 
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７ 総 人 制 第 9 1 8 号  

令 和 ８ 年 １ 月 1 9 日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東 京 都 知 事 

小 池  百 合 子 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 392号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

 (1) 採用困難職種職員の初任給決定の特例について 

（昭和 44年９月 11日付 44人委収第 958号） 

(2) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

(3) 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 
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４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 
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７ 議 総 第 1 0 0 2 号  

令 和 ８ 年 １ 月 1 9 日  

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都議会議長 

増 子 博 樹 

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1) 医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 394号）【別紙１】 

(2) 年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

(1) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

(2) 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 
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７ 監 総 第 ７ １ ２ 号  

令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都代表監査委員 

茂 垣  之 雄 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 423号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

(1) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

（2）就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 
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(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 
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７ 選総 第 1 2 5 1 号 

令和８年１月1 9日 

 

 

 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東京都選挙管理委員会 

委 員 長   澤  野  正  明 

（ 公 印 省 略 ） 

  

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいの

で、初任給規則第35条の規定に基づき申請いたします。 

 

 

記 

１ 改正する事項 

（１）医師の号給決定の特例措置について 

（昭和40年７月21日付40人委収秘第552号）【別紙１】 

（２）年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成18年３月29日付17人委任第179号）【別紙２】 

２ 廃止する事項 

（１）経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和61年３月19日付60人委任第145号） 

（２）就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年12月18日付２人委任第140号） 
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３ 廃止理由 

初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

４ 適用年月日 

（１）１については、令和８年４月１日から適用する。 

（２）２については、令和８年３月31日をもって廃止する。 
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７人委総第742号  

令和８年１月19日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都人事委員会  

委員長 中西 充 

（公印省略） 

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 427号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

(1) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

(2) 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 改正・廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を改正・廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 
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７ 東 京 漁 調 第 ９ ７ 号 

令和８年１月１９日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京海区漁業調整委員会 

会 長   馬 場  治 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

（1）医師の号給決定の特例措置について 

（平成 16年 11月 24日付 16人委任第 114号）【別紙１】 

（2）年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

（1）経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（平成 16年 11月 24日付 16人委任第 114号） 

（2）就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 
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監．警．給．審 第２４７号  

令 和 ８ 年 １ 月 1 9 日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

警  視  総  監 

                               迫  田  裕  治 

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 419号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

   経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 
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７ 人 職 第 １ ４ ９ ５ 号 

令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日 

 

東 京都人事委員会  殿 

 

東京消防庁 

  消防総監 市川 博三 

（ 公 印 省 略 ） 

 

人事委員会承認事項の規定整備について （申請） 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和４８年東京都人事委員会規則第３号）（以

下「初任給規則」という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第３５条の規定に基づき申請いたします。 

 

                   記 

 

１ 改正する事項 

  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和４０年７月２１日付４０人委収秘第４１８号承認）【別紙１】 

  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成１８年３月２９日付１７人委任第１７９号承認）【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和６１年３月１９日付６０人委任第１４５号承認） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事項

を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

 １については、令和８年４月１日から適用する。 

 ２については、令和８年３月３１日をもって廃止する。 
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７教総総第２５３４号  

令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都教育委員会    

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

 医師の号給決定の特例措置の一部改正について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正したいので、初任給

規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 385号承認） 

 

２ 改正理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定時の号

給調整範囲が拡大されたことを踏まえ、本承認事項を改正する必要があるため 

 

３ 改正内容 

  別紙新旧対照表のとおり 

 

４ 適用年月日 

令和８年４月１日から適用する 
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７ 教 人 勤 第 4 5 2号 

令 和 ８ 年 １ 月 19日 

  

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都教育委員会 

 

 

年度途中採用者の初任給決定等の特例の一部改正について (申請・協議) 

 

 

 令和８年４月１日からの人事・給与制度の改正等に伴い、下記のとおり協議に係る基

準を改正することとしたいので、改正後の「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭

和 48 年３月 31 日人事委員会規則第３号）第 35 条の規定に基づき承認方申請し、改正

後の「学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 34年東京都教育委員会

規則第３号）第 21条の規定に基づき協議します。 

 

 

記 

 

 

１ 改正する基準 

年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号承認・同意）【別紙】 

 

 

２ 適用年月日 

  令和８年４月１日 
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７ 教 人 勤 第 450 号 

令和８年 １月 19 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

 

 

 

「経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて」の廃止について (申請) 

 

 

「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号。以下「規則」と

いう。）及び「学校職員の級別資格基準に関する規則」（昭和 33年東京都人事委員会規則第３号。以下「級

別資格基準規則」という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を廃止することとしたいので、規則

第 35 条及び改正前の規則別表第４経験年数換算表備考欄２並びに級別資格基準規則第９条第２項、第

13条及び改正前の級別資格基準規則別表第３経験年数換算表備考欄２の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 廃止する承認事項 

経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて（昭和 61年３月 19日付 60

人委任第 145号承認）  

 

２ 廃止理由 

  規則及び級別資格基準規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承

認事項を廃止する必要があるため。 

 

３ 廃止年月日 

 令和８年４月１日 
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７ 教 人勤 第 451 号 

令和８年 １月 19 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

 

 

 

   「就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に採

用された者の経験年数換算の特例について」の廃止について (申請) 

 

 

「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号。以下「規則」と

いう。）及び「学校職員の級別資格基準に関する規則」（昭和 33年東京都人事委員会規則第３号。以下「級

別資格基準規則」という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を廃止することとしたいので、規則

第 35条及び級別資格基準規則第 13条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 廃止する承認事項 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に採用さ

れた者の経験年数換算の特例について（令和２年 12月 18日付２人委任第 141号承認）  

 

２ 廃止理由 

  規則及び級別資格基準規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承

認事項を廃止する必要があるため。 

 

３ 廃止年月日 

 令和８年４月１日 
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し
て

の
在

職

期
間

」
又

は
「

そ
の

他
の

期
間

」
の

区
分

中
「

職
員

と
し

て
の

職
務

に
そ

の
経

験
が

直
接

役
立

つ
と

認

め
ら

れ
る

職
務

に
従

事
し

た
も

の
」

」

に

改

め

る

。

 



別

表

第

六

備

考

２

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２
 

試
験

（
選

考
）

欄
の

区
分

が
経

験
者

の
者

で
あ

つ
て

、
職

務
の

級
１

級
の

適
用

を
受

け
る

も

の
の

う
ち

、
職

種
欄

の
「

福
祉

」
又

は
「

技
術

」
の

区
分

の
適

用
を

受
け

、
経

験
年

数
起

算
表

に
お

け
る

「
大

学
専

攻
科

卒
等

」
の

区
分

の
適

用
を

受
け

る
も

の
に

つ
い

て
は

初
任

給
の

欄
中

「
１

級
3
7
号

給
」

と
あ

る
の

は
「

１
級

4
1
号

給
」

と
、

職
種

欄
の

「
福

祉
」

又
は

「
技

術
」

の
区

分
の

適
用

を
受

け
、

経
験

年
数

起
算

表
に

お
け

る
「

修
士

課
程

修
了

等
」

の
区

分
の

適
用

を
受

け
る

も
の

に
つ

い
て

は
初

任
給

の
欄

中
「

１
級

3
7

号
給

」
と

あ
る

の
は

「
１

級
4
5

号

給
」

と
す

る
。

 

別

表

第

六

備

考

５

中

「

１
級

4
0
号

給

」

を

「

１
級

4
1
号

給

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 



別表第４　経験年数換算表（第６条関係）

経歴の種類 職員の職務との関係 換算率 備考

職員としての職務にその経
験が直接役立つと認められ
る職務に従事したもの（常
時勤務に服する者として職
務に従事した期間又はこれ
に準ずる期間に限る。）

１０割

その他のもの １０割以下

１０割以下

在学年数は
正規の修学
年数の範囲
内とする。

職員としての職務にその経
験が直接役立つと認められ
る職務に従事したもの

１０割以下

その他のもの ５割以下

国、地方公共団体、旧公共企業
体、政府関係機関、外国政府又
は民間における企業体、団体等
の職員等としての在職期間

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

その他の期間



学

校

職

員

の

級

別

資

格

基

準

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

八

年

 

月

 
 

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 



東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

 

号

 

学

校

職

員

の

級

別

資

格

基

準

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

級

別

資

格

基

準

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

表

第

三

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

※

写

真

原

稿

①

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 



別表第３　経験年数換算表（第９条関係）

経歴の種類 職員の職務との関係 換算率 備考

学校教員（各種学校を除
く。）としての在職期間

１０割

職員としての職務にその経
験が直接役立つと認められ
る職務に従事したもの（常
時勤務に服する者として職
務に従事した期間又はこれ
に準ずる期間に限る。）

１０割

その他のもの １０割以下

１０割以下
在学期間は、正
規の修学年数の
範囲とする。

職員としての職務にその経
験が直接役立つと認められ
る職務に従事したもの

１０割以下

その他のもの ５割以下

官公庁の職員としての在職
期間又は民間における在職
期間

学校における在学期間

その他の期間

職務に従事しな
い期間は、経験
年数１０年（換
算５年）を限度
とする。



７ 人 委 任 第 2 3 9 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 3日  

 

各 任 命 権 者  殿  

 

東 京 都 人 事 委 員 会  

            委 員 長  中 西  充  

 

「 初 任 給 、 昇 格 及 び 昇 給 等 に 関 す る 規 則 の 運  

用 に つ い て 」 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

「 初 任 給 、 昇 格 及 び 昇 給 等 に 関 す る 規 則 の 運 用 に つ い て  

（ 昭 和 5 0 年 1 2 月 2 5 日 付 5 0 人 委 第 1 2 0 0 号 ） 」 の 一 部 を 下 記 の

よ う に 改 正 し ま し た の で 、 令 和 ８ 年 １ 月 2 6 日 以 降 こ れ に よ

り 実 施 し て く だ さ い 。 た だ し 、 第 1 0 条 関 係 、 第 1 1 条 関 係 、

第 1 3 条 関 係 、 級 別 資 格 基 準 表 関 係 、 経 験 年 数 換 算 表 関 係 、

別 表 第 １ 関 係 の 改 正 規 定 に つ い て は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以

降 こ れ に よ り 実 施 し て く だ さ い 。  

 

記  

 

第 1 0 条 関 係 第 ４ 項 を 削 る 。  

第 1 1 条 関 係 第 ２ 項 中 「 ま た 、 別 表 第 １ を 適 用 す る 場 合 に

お い て も 同 様 と す る 。 例 え ば 、 職 種 事 務 に 臨 時 的 任 用 さ れ

た 場 合 、 行 政 職 給 料 表 （ 一 ） 初 任 給 基 準 表 の 試 験 （ 選 考 ）

欄 の 「 Ⅲ 類 」 の 区 分 と し 、 別 表 第 １ 備 考 ３ に 定 め る 号 給 を    

初 任 給 の 加 算 限 度 号 給 と す る 。 」 を 削 る 。  

第 1 3 条 関 係 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 を 削 る 。  

級 別 資 格 基 準 表 関 係 （ 第 ４ 条 関 係 ） 第 ２ 項 中 「 に つ い て 」

を 削 る 。  

経 験 年 数 換 算 表 関 係（ 第 ６ 条 関 係 ）第 ７ 項 を 第 ９ 項 と し 、

第 ６ 項 中 「 経 験 年 数 換 算 表 に 定 め る 「 そ の 他 の 期 間 」 と し



て 換 算 し 」 を 削 り 、 同 項 を 第 ８ 項 と し 、 第 ５ 項 中 「 そ の 者

の 経 験 年 数 を 1 0 割 に 換 算 す る こ と が で き る 期 間 は 、 当 該 免

許 取 得 後 そ の 免 許 を 必 要 と す る 職 務 に 従 事 し た 期 間 に 限 る

も の と す る 。 た だ し 、 」 を 削 り 、 同 項 を 第 ７ 項 と し 、 第 ４

項 を 第 ６ 項 と し 、 第 ３ 項 中 「 又 は 大 学 に お か れ る 夜 間 の 学

部 に 修 学 し た 者 」 を 「 若 し く は 大 学 に お か れ る 夜 間 の 学 部

に 修 学 し た 者 又 は 通 信 教 育 （ 学 校 又 は 学 校 に 準 ず る 教 育 機

関 が 行 う も の に 限 る 。 ） を 受 講 し た 者 」 に 改 め 、 「 ま た 、

各 種 の 通 信 教 育 を 受 講 し た 者 に 同 表 を 適 用 す る 場 合 に は 、

同 表 の「 学 校 又 は 学 校 に 準 ず る 教 育 機 関 に お け る 在 学 期 間 」

以 外 の 区 分 の う ち 、 そ の 者 の 経 歴 の 実 態 に 応 じ た 区 分 に よ

る も の と す る 。 」 を 削 り 、 同 項 を 第 ５ 項 と し 、 第 ２ 項 を 第

４ 項 と し 、 第 １ 項 中 「 国 家 公 務 員 、 地 方 公 務 員 又 は 公 共 企

業 体 、 政 府 関 係 機 関 若 し く は 外 国 政 府 の 職 員 と し て の 在 職

期 間 」 を 「 国 、 地 方 公 共 団 体 、 旧 公 共 企 業 体 、 政 府 関 係 機

関 、 外 国 政 府 又 は 民 間 に お け る 企 業 体 、 団 体 等 の 職 員 等 と

し て の 在 職 期 間 」 に 改 め 、 同 項 を 第 ３ 項 と し 、 経 験 年 数 換

算 表 関 係 （ 第 ６ 条 関 係 ） 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 と し て 次 の ２ 項

を 加 え る 。  

１  経 験 年 数 換 算 表 の 経 歴 の 種 類 欄 の「 国 、地 方 公 共 団 体 、

旧 公 共 企 業 体 、 政 府 関 係 機 関 、 外 国 政 府 又 は 民 間 に お け

る 企 業 体 、 団 体 等 の 職 員 等 と し て の 在 職 期 間 」 の 区 分 中

「 職 員 と し て の 職 務 に そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら

れ る 職 務 に 従 事 し た も の （ 常 時 勤 務 に 服 す る 者 と し て 職

務 に 従 事 し た 期 間 又 は こ れ に 準 ず る 期 間 に 限 る 。 ） 」 の

区 分 又 は 「 そ の 他 の 期 間 」 の 区 分 中 「 職 員 と し て の 職 務

に そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら れ る 職 務 に 従 事 し た

も の 」 の 区 分 の 適 用 を 受 け る 期 間 に は 、 特 定 の 所 掌 事 務

に お い て 必 要 と さ れ る 専 門 的 知 識 や 経 験 を 活 用 す る 職

務 に 従 事 し た 期 間 だ け で は な く 、 職 務 に 役 立 つ 汎 用 的 な

能 力 （ 例 え ば 、 説 明 能 力 、 調 整 能 力 、 企 画 能 力 等 が 該 当

す る も の と す る 。 ） を 活 用 し て 職 務 に 従 事 し た 期 間 も 含



ま れ る 。  

２  経 験 年 数 換 算 表 の 経 歴 の 種 類 欄 の「 国 、地 方 公 共 団 体 、

旧 公 共 企 業 体 、 政 府 関 係 機 関 、 外 国 政 府 又 は 民 間 に お け

る 企 業 体 、 団 体 等 の 職 員 等 と し て の 在 職 期 間 」 の 区 分 中

「 職 員 と し て の 職 務 に そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら

れ る 職 務 に 従 事 し た も の （ 常 時 勤 務 に 服 す る 者 と し て 職

務 に 従 事 し た 期 間 又 は こ れ に 準 ず る 期 間 に 限 る 。 ） 」 の

「 こ れ に 準 ず る 期 間 」 と は 、 常 時 勤 務 に 服 す る 者 以 外 の

者 で あ っ て 勤 務 形 態 等 が 常 時 勤 務 に 服 す る 者 と 類 似 す

る も の と し て 職 務 に 従 事 し た 期 間 を い う 。  

昇 格 時 職 務 区 分 別 号 給 表 関 係 （ 第 2 0 条 関 係 ） 第 ２ 項 第 ２

号 中 「 公 益 財 団 法 人 東 京 2 0 2 5 世 界 陸 上 財 団 又 は 公 益 財 団 法

人 東 京 都 ス ポ ー ツ 文 化 事 業 団 」 を 「 公 益 財 団 法 人 愛 知 ・ 名

古 屋 ア ジ ア ・ ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会 組 織 委 員 会 、 公 益 財 団 法

人 東 京 都 ス ポ ー ツ 文 化 事 業 団 又 は 公 益 財 団 法 人 東 京 2 0 2 5 世

界 陸 上 財 団 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 一  削 除  



 

 

 

 

～ 目 次 ～ 

Ⅱ 東京都教育委員会規則の一部改正 

１ 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

規 則 改 正 案 文 一 覧 

別添２ 



学

校

職

員

の

初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

八

年

 
 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会

 




東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 

号

 

学

校

職

員

の

初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

初

任

給

、

昇

格

及

び

昇

給

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

四

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

第

二

項

中

「

東

京

都

人

事

委

員

会

（

以

下

「

人

事

委

員

会

」

と

い

う

。

）

と

協

議

し

て

」

を

削

り

、

同

条

第

四

項

第

一

号

中

「

人

事

委

員

会

」

を

「

東

京

都

人

事

委

員

会

（

以

下

「

人

事

委

員

会

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。
 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 



 

 

 

 

～ 目 次 ～ 

Ⅲ 人事委員会承認事項の一部改正等 

１ 学校職員の初任給加算等に関する基準＜協議＞ 

２ 医師の号給決定の特例措置について（知事外８任命権者） 

３ 年度途中採用者の初任給決定等の特例について（知事外８任命権者） 

４ 採用困難職種職員の初任給決定の特例について＜廃止＞ 

５ 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて（知事外８任命権者）

＜申請・協議＞＜廃止＞ 

６ 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に

採用された者の経験年数換算の特例について（知事外６任命権者）＜廃止＞ 

承 認 事 項 改 正 案 文 一 覧 

別添３ 



　「学校職員の初任給加算等に関する基準」（昭和61年３月19日付60人委任第145号同意）について、下記のとおり改正する。 【別紙】

前文　（現行のとおり） 前文　（略）

一　（現行のとおり） 一　（略）

２　（現行のとおり） ２　（略）

（削除）

（削除） （初任給の加算限度）

（適用年月日） （適用年月日）

三　令和８年４月１日から適用する。 三　令和６年４月１日から適用する。

別表（１）から別表（１）の３まで　（現行のとおり） 別表（１）から別表（１）の３まで　（略）

（削除） 別表（２）　初任給加算限度号給表

備考

５　事務職員給料表及び技術職員給料表(一)又は技術職員給料表(三)の適用を受
　ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がⅡ類又はⅢ類に該当するもの
　については、１級の限度号給は、45号給とする。

６　技術職員給料表(四)の適用を受ける者（備考第２項の規定の適用を受ける者
　を除く。）について、１級の限度号給は、次のとおりとする。
(1)　試験(選考)欄の区分がⅠ類Bに該当するものについては53号給、Ⅱ類に
該
(2)　准看護師については、41号給

１　教育職給料表の１級欄中73号給は、普通免許状を有する者を、助教諭、養護
　助教諭又は講師に採用する場合に限り適用し、その他の場合には73号給を53号
　給と読み替えて適用するものとする。

２　事務職員給料表及び技術職員給料表(一)並びに技術職員給料表(四)の適用を
　受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がキャリア活用に該当するも
　のについては、そのものに適用される職務の級における最高の号給を限度号給
　とする。

３　事務職員給料表及び技術職員給料表(一)の適用を受ける者で、初任給基準表
　の試験(選考)欄の区分が経験者に該当するものについては、１級も含め、その
　ものに適用される職務の級における最高の号給を限度号給とする。

４　事務職員給料表及び技術職員給料表(一)の適用を受ける者で、初任給基準表
　の試験(選考)欄の区分がⅠ類Bに該当するものについては、１級の限度号給
　は、57号給とする。

65号給

73号給１77号給

57号給

53号給

給料表

教育職給料表

技術職員給料表（二）

技術職員給料表（三）

技術職員給料表（四）

１

１

１

２

職務の級 限度号給 職務の級 限度号給

65号給１

事務職員給料表及び技術職員給料表（一）

改　　　正　　　案 現　　　行

記

学校職員の初任給加算等に関する基準 学校職員の初任給加算等に関する基準

二　規則第３条第２項の規定により同条第４項及び第５項の規定を適用して職員の
　号給を決定する場合別表（２）に掲げるそれぞれの加算限度を超えることはでき
　ない。

３　規則第３条第４項の場合において、技術職員給料表(四)初任給基準表の職種
　欄の「看護師」の区分の適用を受ける者（試験（選考）欄の「キャリア活用」
　の区分の適用を受ける者を除く。）の有する経験年数が８年（学歴免許等資格
　区分表における「大学４卒」又は「短大３卒」の区分の適用を受ける者（以下
　この項において「大学4卒等適用者」という。）については７年）を超える年
　数である場合は、当該年数から８年（大学4卒等適用者については７年）を減
　じた年数に５割を乗じて得られた年数に８年（大学４卒等適用者は７年）を
　加えて得られた年数をその者の経験年数とする。



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第392号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【知事】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第394号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【議会】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第423号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【監査】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第552号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【選管】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第427号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【【人委】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（平成16年11月24日付 16人委任第114号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【海区】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第419号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【警視】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第418号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙１】

【消防】



医師の号給決定の特例措置について 医師の号給決定の特例措置について

２　適用年月日

　　令和８年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」） 　　平成18年４月１日（当初申請「昭和40年４月１日」）

現　　行改　　正　　案

　「医師の号給決定の特例措置について」（昭和40年７月21日付 40人委収秘第385号）について、下記のとおり改正する。

記

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、８号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

　

１　医療職給料表㈠の適用を受ける医師の初任給決定にあたり、その者が職務
  と直接関係のある博士号を取得している時は、４号給の範囲内で号給を調整
　することができる。また、現に職員である者が新たに職務と直接関係のある
　博士号を取得した場合も、当該取得の届出のあった直後の昇給日に前記に準
　じて取り扱うことができる。

２　適用年月日

【別紙】

【教育】



年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１　現行のとおり

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　現行のとおり

３　施行期日

現　　行改　　正　　案

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付 17人委任第179号）について、下記のとおり改正する。

記

　(削除)

　

１　（略）

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　(略）

　(4)　(1)及び(3)の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格及び昇給
　　 等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付50人委第1200号）別
     表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲げる号数とその者に適用される
     初任給基準表に定める号給の号数との差を超えることはできない。

３　施行期日

　　令和８年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」） 　　平成25年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」）

【別紙２】

【知事】



年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１　現行のとおり

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　現行のとおり

３　施行期日

現　　行改　　正　　案

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付 17人委任第179号）について、下記のとおり改正する。

記

　(削除)

　

１　（略）

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　(略）

　(4)　(1)及び(3)の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格及び昇給
　　 等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付50人委第1200号）別
     表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲げる号数とその者に適用される
     初任給基準表に定める号給の号数との差を超えることはできない。

３　施行期日

　　令和８年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」） 　　平成25年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」）

【別紙２】

【議会】



年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１　現行のとおり

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　現行のとおり

３　施行期日

現　　行改　　正　　案

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付 17人委任第179号）について、下記のとおり改正する。

記

　(削除)

　

１　（略）

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　(略）

　(4)　(1)及び(3)の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格及び昇給
　　 等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付50人委第1200号）別
     表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲げる号数とその者に適用される
     初任給基準表に定める号給の号数との差を超えることはできない。

３　施行期日

　　令和８年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」） 　　平成25年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」）

【別紙２】

【監査】



年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１　現行のとおり

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　現行のとおり

３　施行期日

現　　行改　　正　　案

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付 17人委任第179号）について、下記のとおり改正する。

記

　(削除)

　

１　（略）

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　(略）

　(4)　(1)及び(3)の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格及び昇給
　　 等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付50人委第1200号）別
     表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲げる号数とその者に適用される
     初任給基準表に定める号給の号数との差を超えることはできない。

３　施行期日

　　令和８年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」） 　　平成25年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」）

【別紙２】

【選管】



年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１　現行のとおり

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　現行のとおり

３　施行期日

現　　行改　　正　　案

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付 17人委任第179号）について、下記のとおり改正する。

記

　(削除)

　

１　（略）

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　(略）

　(4)　(1)及び(3)の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格及び昇給
　　 等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付50人委第1200号）別
     表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲げる号数とその者に適用される
     初任給基準表に定める号給の号数との差を超えることはできない。

３　施行期日

　　令和８年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」） 　　平成25年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」）

【別紙２】

【人委】



年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１　現行のとおり

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　現行のとおり

３　施行期日

現　　行改　　正　　案

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付 17人委任第179号）について、下記のとおり改正する。

記

　(削除)

　

１　（略）

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　(略）

　(4)　(1)及び(3)の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格及び昇給
　　 等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付50人委第1200号）別
     表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲げる号数とその者に適用される
     初任給基準表に定める号給の号数との差を超えることはできない。

３　施行期日

　　令和８年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」） 　　平成25年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」）

【別紙２】

【海区】



年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１　現行のとおり

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　現行のとおり

３　施行期日

現　　行改　　正　　案

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付 17人委任第179号）について、下記のとおり改正する。

記

　(削除)

　

１　（略）

２　初任給決定に係る経験年数加算の特例

　(1)から(3)まで　(略）

　(4)　(1)及び(3)の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格及び昇給
　　 等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付50人委第1200号）別
     表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲げる号数とその者に適用される
     初任給基準表に定める号給の号数との差を超えることはできない。

３　施行期日

　　令和８年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」） 　　平成25年４月１日（当初申請　「平成18年４月１日」）

【別紙２】

【警視】



別紙２ 

 

「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成１８年３月２９日付１７人委任第１７９号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現    行 

年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

 

１ 現行のとおり 

 

２ 初任給決定に係る経験年数加算の特例 

 から まで 現行のとおり 

 （削除） 

 

 

 

 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日（当初申請「平成 18 年４月１日」） 

年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

 

１ （略） 

 

２ 初任給決定に係る経験年数加算の特例 

 から まで （略） 

  及び の規定により加算する号給の合計は、「初任給、昇格

及び昇給等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日付

50人委第1200号）別表第１に定める初任給の加算限度号給表に掲

げる号数とその者に適用される初任給基準表に定める号給の号数

との差を超えることはできない。 

 

３ 施行期日 

平成 25 年４月１日（当初申請「昭和 18 年４月１日」） 

 

区】

【消防】



【別紙】

　「年度途中採用者の初任給決定等の特例について」（平成18年３月29日付17人委任第179号承認・同意）について、下記のとおり改正する。

現　　行改　　正　　案

記

年度途中採用者の初任給決定等の特例について 年度途中採用者の初任給決定等の特例について

１ （現行のとおり）

３ 施行期日
令和８年４月１日

１ （略）

３ 施行期日
平成25年４月１日

２ （現行のとおり）

（１）から（３）まで （現行のとおり）

２ （略）

（１）から（３）まで （略）

（削除） （４） （１）及び（３）の規定により加算する号数の合計は、「初任給、
昇格及び昇給等に関する規則の運用について」（昭和50年12月25日
付50人委第1200号）別表第１に定める初任給の加算限度号給表又は
「学校職員の初任給加算等に関する基準」(昭和61年3月19日付60人
委任第145号)に定める初任給加算限度号給表に掲げる号数とその者
に適用される初任給基準表に定める号給の号数との差を超えること
はできない。

【教育】



   

７ 総 人 制 第 9 1 8 号  

令 和 ８ 年 １ 月 1 9 日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東 京 都 知 事 

小 池  百 合 子 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 392号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

 (1) 採用困難職種職員の初任給決定の特例について 

（昭和 44年９月 11日付 44人委収第 958号） 

(2) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

(3) 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 



   

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 



   

７ 議 総 第 1 0 0 2 号  

令 和 ８ 年 １ 月 1 9 日  

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都議会議長 

増 子 博 樹 

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1) 医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 394号）【別紙１】 

(2) 年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

(1) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

(2) 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 



   

７ 監 総 第 ７ １ ２ 号  

令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都代表監査委員 

茂 垣  之 雄 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 423号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

(1) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

（2）就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

【区】



   

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 



  

 

７ 選総 第 1 2 5 1 号 

令和８年１月1 9日 

 

 

 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東京都選挙管理委員会 

委 員 長   澤  野  正  明 

（ 公 印 省 略 ） 

  

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいの

で、初任給規則第35条の規定に基づき申請いたします。 

 

 

記 

１ 改正する事項 

（１）医師の号給決定の特例措置について 

（昭和40年７月21日付40人委収秘第552号）【別紙１】 

（２）年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成18年３月29日付17人委任第179号）【別紙２】 

２ 廃止する事項 

（１）経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和61年３月19日付60人委任第145号） 

（２）就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年12月18日付２人委任第140号） 



  

３ 廃止理由 

初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

４ 適用年月日 

（１）１については、令和８年４月１日から適用する。 

（２）２については、令和８年３月31日をもって廃止する。 



   

７人委総第742号  

令和８年１月19日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都人事委員会  

委員長 中西 充 

（公印省略） 

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 427号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

(1) 経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

(2) 就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 改正・廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を改正・廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 

 



 

７ 東 京 漁 調 第 ９ ７ 号 

令和８年１月１９日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京海区漁業調整委員会 

会 長   馬 場  治 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

（1）医師の号給決定の特例措置について 

（平成 16年 11月 24日付 16人委任第 114号）【別紙１】 

（2）年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

（1）経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（平成 16年 11月 24日付 16人委任第 114号） 

（2）就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、 

東京都職員に採用された者の経験年数換算の特例について 

（令和２年 12月 18日付 ２人委任第 140号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 



 

監．警．給．審 第２４７号  

令 和 ８ 年 １ 月 1 9 日  

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

警  視  総  監 

                               迫  田  裕  治 

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について（申請） 

 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）（以

下、初任給規則という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第 35条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

(1)  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和 40年７月 21日付 40人委収秘第 419号）【別紙１】 

(2)  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成 18年３月 29日付 17人委任第 179号） 【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

   経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和 61年３月 19日付 60人委任第 145号） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事

項を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

(1) １については、令和８年４月１日から適用する。 

(2) ２については、令和８年３月 31日をもって廃止する。 



 

７ 人 職 第 １ ４ ９ ５ 号 

令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日 

 

東 京都人事委員会  殿 

 

東京消防庁 

  消防総監 市川 博三 

（ 公 印 省 略 ） 

 

人事委員会承認事項の規定整備について （申請） 

 

今回の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和４８年東京都人事委員会規則第３号）（以

下「初任給規則」という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正及び廃止したいので、

初任給規則第３５条の規定に基づき申請いたします。 

 

                   記 

 

１ 改正する事項 

  医師の号給決定の特例措置について 

（昭和４０年７月２１日付４０人委収秘第４１８号承認）【別紙１】 

  年度途中採用者の初任給決定等の特例について 

（平成１８年３月２９日付１７人委任第１７９号承認）【別紙２】 

 

２ 廃止する事項 

経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて 

（昭和６１年３月１９日付６０人委任第１４５号承認） 

 

３ 廃止理由 

  初任給規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承認事項

を廃止する必要があるため 

 

４ 適用年月日 

 １については、令和８年４月１日から適用する。 

 ２については、令和８年３月３１日をもって廃止する。 



 

７ 教 人 勤 第 450 号 

令和８年 １月 19 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

 

 

 

「経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて」の廃止について (申請) 

 

 

「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号。以下「規則」と

いう。）及び「学校職員の級別資格基準に関する規則」（昭和 33年東京都人事委員会規則第３号。以下「級

別資格基準規則」という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を廃止することとしたいので、規則

第 35 条及び改正前の規則別表第４経験年数換算表備考欄２並びに級別資格基準規則第９条第２項、第

13条及び改正前の級別資格基準規則別表第３経験年数換算表備考欄２の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 廃止する承認事項 

経験年数換算表における職務と密接に関連あるもの等の取扱いについて（昭和 61年３月 19日付 60

人委任第 145号承認）  

 

２ 廃止理由 

  規則及び級別資格基準規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承

認事項を廃止する必要があるため。 

 

３ 廃止年月日 

 令和８年４月１日 



 

７ 教 人勤 第 451 号 

令和８年 １月 19 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

 

 

 

   「就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に採

用された者の経験年数換算の特例について」の廃止について (申請) 

 

 

「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号。以下「規則」と

いう。）及び「学校職員の級別資格基準に関する規則」（昭和 33年東京都人事委員会規則第３号。以下「級

別資格基準規則」という。）等の改正に伴い、下記のとおり承認事項を廃止することとしたいので、規則

第 35条及び級別資格基準規則第 13条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 廃止する承認事項 

就職氷河期世代を対象とした東京都職員採用試験（Ⅰ類Ｂ、Ⅲ類）に合格し、東京都職員に採用さ

れた者の経験年数換算の特例について（令和２年 12月 18日付２人委任第 141号承認）  

 

２ 廃止理由 

  規則及び級別資格基準規則の一部改正に伴い、経験年数換算表が改正されること等を踏まえ、本承

認事項を廃止する必要があるため。 

 

３ 廃止年月日 

 令和８年４月１日 



 

 

 

 

～ 目 次 ～ 

１ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

２ 学校職員の級別資格基準に関する規則の一部を改正する規則 

３ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用についての一部改正 

４ 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

規 則 等 改 正 新 旧 対 照 表 

参考 



 



 



 



 



 

学
校
職
員
の
級
別
資
格
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
１
及
び
別
表
第
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
１
及
び
別
表
第
２ 

（
略
） 

 別
表
第
３
 
経
験
年
数
換
算
表
（
第
９
条
関
係
）
 

別
表
第
３
 
経
験
年
数
換
算
表
（
第
９
条
関
係
）
 

経
歴
の
種
類
 

職
員
の
職
務
と

の
関
係
 

換
算
率
 

備
考
 

学
校
教
員
（
各
種
学
校
を

除
く
。
）
と
し
て
の
在
職

期
間
 

 
１
０
割
  

官
公
庁
の
職
員
と
し
て
の

在
職
期
間
又
は
民
間
に
お

け
る
在
職
期
間
 

職
員
と
し
て
の

職
務
に
そ
の
経

験
が
直
接
役
立

つ
と
認
め
ら
れ

る
職
務
に
従
事

し
た
も
の
（
常

時
勤
務
に
服
す

る
者
と
し
て
職

務
に
従
事
し
た

期
間
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
期
間

に
限
る
。
）
 

１
０
割
  

そ
の
他
の
も
の
 
１
０
割

以
下
 

経
歴
の
種
類
 

職
員
の
職
務
と

の
関
係
 

換
算
率
 

備
考
 

学
校
教
員
（
各
種
学
校
を

除
く
。
）
と
し
て
の
在
職

期
間
 

 
１
０
割
  

官
公
庁
の
職
員
と
し
て
の

在
職
期
間
 

直
接
関
係
が
あ

る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
 

１
０
割
  

そ
の
他
の
も
の
 

８
割
 

民
間
に
お
け
る
在
職
期
間
 
直
接
関
係
が
あ

る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
 

１
０
割
 

そ
の
他
の
も
の
 

８
割
 



 

学
校
に
お
け
る
在
学
期
間
 

１
０
割

以
下
 

在
学
期
間
は
、
正
規
の
修

学
年
数
の
範
囲
と
す
る
。
 

 

そ
の
他
の
期
間
 

職
員
と
し
て
の
職
務

に
そ
の
経
験
が
直
接

役
立
つ
と
認
め
ら
れ

る
職
務
に
従
事
し
た

も
の
 

１
０
割

以
下
 

職
務
に
従
事
し
な
い
期
間

は
、
経
験
年
数
１
０
年

（
換
算
５
年
）
を
限
度
と

す
る
。
 

  
そ
の
他
の
も
の
 

５
割
以

下
 

 

学
校
に
お
け
る
在
学
期
間
 

５
割
 
１
 
在
学
期
間
は
、
正
規

の
修
学
年
数
の
範
囲
と

す
る
。
 

２
 
従
事
す
る
職
務
に
特

に
有
用
と
認
め
ら
れ
る

在
学
期
間
に
つ
い
て

は
、
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
８
割
に
換
算

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

そ
の
他
の
期
間
 

５
割
 
職
務
に
従
事
し
な
い
期
間

は
、
経
験
年
数
１
０
年

（
換
算
５
年
）
を
限
度
と

す
る
。
 

 

（
削
除
）
 

備
考
 

（
削
除
）
 

１
 
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
の
（
1）

及
び
（
2）

の
期
間
は
、
10割

に
換
算

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
1）

 
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
 

（
2）

 
職
務
の
内
容
が
明
ら
か
に
教
育
職
員
と
し
て
の
職
務
に
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
に
勤
務
し
た
期
間
 

（
削
除
）
 

２
 
免
許
等
の
取
得
を
条
件
と
し
、
免
許
等
を
必
要
と
す
る
職
務
に
従
事
す
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
同
種
の
職
務
に
従
事
し
た
期
間
は
10割

を
も
つ
て
換
算
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 









     

     

     

     

     

     

     





 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
条
ま
で 

（
略
） 

第
三
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
経
験
年

数
を
有
す
る
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四

項
及
び
第
五
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
基
準
表
に
定
め
る
号
給
を

調
整
し
、
又
は
そ
の
者
の
号
給
を
前
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
よ
り
上
位
の
号
給

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
経
験
年

数
を
有
す
る
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四

項
及
び
第
五
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人

事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
と
協
議
し
て
初
任
給
基
準
表
に
定
め
る
号
給
を
調
整

し
、
又
は
そ
の
者
の
号
給
を
前
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
よ
り
上
位
の
号
給
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
略
） 

 

一 

級
に
関
す
る
規
則
第
九
条
の
例
に
よ
り
換
算
さ
れ
た
経
験
年
数
。
た
だ
し
、

東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
と
協
議
し
て
定
め

る
場
合
を
除
く
。 

 

一 

級
に
関
す
る
規
則
第
九
条
の
例
に
よ
り
換
算
さ
れ
た
経
験
年
数
。
た
だ
し
、

人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
場
合
を
除
く
。 

 

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

二 

（
略
） 

５
及
び
６ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

５
及
び
６ 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
１
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
１
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 

 


